
介護保険制度� が新しくなりました�
　平成12年度に始まった介護保険制度は、18年度か
ら新しい枠組みで再スタートすることになりました。�
　要介護状態の区分や保険料率の区分の変更、地域包
括支援センターの設置など、新しくなった介護保険制
度の主な内容についてお知らせします。�
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3.介護保険の介護
サービス�

その人の状態像� 対応するサービス�

3.
●居宅系サービス�
・訪問介護�
・訪問入浴介護�
・訪問看護�
・通所介護（デイサービス）�
・通所リハビリテーション�
・短期入所生活介護（ショートステイ）�
・福祉用具貸与／購入�
・住宅改修�
●施設系サービス�
・介護老人福祉施設�
・介護老人保健施設�
・介護療養型医療施設�
●地域密着型サービス�
・認知症対応型通所介護�
・認知症対応型共同生活介護�
　（グループホーム）�
・小規模多機能型居宅介護　　　など�
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介護保険の介護予防�
サービス（新予防給付）�1.

・体力づくり教室�
・栄養改善教室�
・口からの健康教室�
・脳活性化教室�
・もの忘れ相談�
・地域包括支援センターの事業�
・配食サービス　　など�

地域支援事業の�
介護予防事業�

「白石市地域包括支援センター」が�
　　介護予防の拠点として新しく誕生します�

　高齢者をはじめとする市民への総合的な支援を行う「白石市地域包括支援センター」が、4月1日から総合福祉セ
ンター内に設置されます。�
　保健師・社会福祉士・主任ケアマネジャーなど、専門スタッフが次の事業を行います。�

１．介護予防ケアマネジメント事業�
　　介護予防計画（ケアプラン）の作成など、介護予防を利用する人の相談を受け、事
業者や施設などとの連絡調整を行います。�

２．総合相談・支援事業�
　　介護に限らず、高齢者や家族からの相談に応じ、必要なほかの制度の活用や関係機
関との連携を図りながら支援を行います。�

３．権利擁護事業 �
　　人権や財産を守る権利擁護事業、虐待の早期発見・防止のための援助を行います。�
４．包括的ケアマネジメント支援事業�
　　介護支援専門員（ケアマネジャー）・主治医との連携や、ケアマネジャーへの指導
助言などを行います。�

介護保険料も改正されます�

　65歳以上の方の介護保険料は、当市の介護保険事業計画とともに3年ごとに見直され、今後3年間の介護事業費（サービス
費）の見込額を基に計算されます。�
　平成18年度からの保険料を試算した結果、当市の保険料基準月額は、これまでの2,628円から3,550円（922円の増）とな
りました。�

　地方税法の改正により、平成18年度から新たに市民税が課税となる方などについては、18年度と19年度に激変緩和措置が
採られます。�

○問 長寿課（福岡蔵本字茶園62-1　総合福祉センター内）022-1361 詳しくは、市庁舎１階税務課介護保険料係（022-1313）までお問い合わせください。�

○問 地域包括支援センター（福岡蔵本字茶園62-1　総合福祉センター内）022-1361

地域包括支援センターの主な業務�

要介護状態の区分が変わります�

その人の状態に合わせたサービスメニューの例� 平成18年度から平成20年度までの介護保険料�

税制改正による介護保険料の激変緩和措置について�

第3段階�
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基準額×0.75�

基準額�

基準額×1.25�

基準額×1.5

2,662円�
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4,437円�

5,325円�

31,900円�

42,600円�

53,200円�

63,900円�

第1段階�

第2段階�

基準額×0.5 �

基準額×0.5

1,775円�

1,775円�

21,300円�

21,300円�

・生活保護受給者�
・老齢福祉年金受給者でかつ世帯全員が市町村民税非課税�

・市町村民税世帯非課税かつ本人の課税年金収入額と合計所得�
　金額の合計が80万円以下�

・市町村民税世帯非課税（第1、第2段階該当者を除く）�

・市町村民税本人非課税�

・市町村民税本人課税（本人の合計所得金額が200万円未満）�

・市町村民税本人課税（本人の合計所得金額が200万円以上）�
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